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１．行政評価の体系

国における評価の体系

•省庁等の政策評価については、「行政機関が行う政策の評価に
関する法律」（政策評価法）に規定

政策評価法 第３条第１項
行政機関（内閣府、各省庁等）は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果を
把握し、これを基礎として、必要性、効率性又は有効性の観点その他当該政策の特性に応じて
必要な観点から、自ら評価するとともに、その評価の結果を当該政策に適切に反映させなければ
ならない。

•総務省行政評価局が定める「政策評価の実施に関するガイドライン」で
は、評価を体系的に行うため、「政策－施策－事務事業」などの
政策体系を明示したうえで評価することを基本としている
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１．行政評価の体系

各府省が行う評価の概要

出所：総務省ホームページ 政策評価制度について
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/000065209.html
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１．行政評価の体系

本市における評価の体系

•政策レベルでは、政策評価を実施し、行政活動の改善や
総合計画の策定などに活用している

•事務事業レベルでは、改善改革企画立案シートを活用して評価し、
見直しにつなげている

総合政策局が政策評価を実施

対象：基本計画に定める政策

各局が作成した改善改革企画立案シートを
総務局がとりまとめ

対象：局・区が主体的に行う見直し
令和5年度は約30の事業について活用

政策

事務事業
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２．行政改革と行政評価の位置づけ

行政改革に関する法の規定

地方自治法第２条

１４ 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の
増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるように
しなければならない。

１５ 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めると
ともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を
図らなければならない。
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２．行政改革と行政評価の位置づけ

本市の行政改革

本市では、「千葉市行政改革推進指針」に基づいて行政改革を推進

将来像 限られた行政資源でも多様なニーズに応え続けられる行政運営

基本方針

将来世代に責任を持つ持続可能な行財政運営

多様な主体との連携・共創

行政運営の透明性と説明責任

改善・改革の視点と手法

視点①
脱「慣行・前例主義」の推進

視点②
脱「行政完結型」の推進

視点③
脱「労働集約型」の推進

（手法例）
⚫サービスデザイン思考による
業務の見直し

⚫根拠や証拠に基づく政策立案（EBPM）
⚫ナッジの活用、PDCAサイクル・OODAループ
の活用

（手法例）
⚫大学、企業、市民活動団体等との連携・共創
⚫アウトソーシングの活用
⚫オープンデータの推進

（手法例）
⚫デジタル技術の活用
⚫業務の整理統合・集約化
⚫業務プロセスの抜本的な見直し（BPR)

■指針の全体像
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２．行政改革と行政評価の位置づけ

行政改革の推進体制
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２．行政改革と行政評価の位置づけ

行政改革と行政評価

Do
実施、実行

Plan
計画

Act
改善

Check
評価

PDCAサイクルにおいて行政評価はC、行政改革はAに該当

本市における事務事業の評価
• 局・区における見直しに
改善改革企画立案シートを
活用し、現状の課題を深掘り

• その他の事務事業について
も、事業実施の過程で随時
実績を管理し評価している

評価結果を踏まえた
見直しや業務改善
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３．予算編成における行政評価の実施状況

予算編成過程

予算編成方針の決定

各 局 要 求

予算審査（査定・調整）

予算案の決定

所管部局との
予算ヒアリング
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３．予算編成における行政評価の実施状況

➢ 対象事業の目的・必要性

➢ 対象事業目的の達成のためのアプローチ手法の適切性

➢ 対象事業の効果（定性・定量）

➢ 市民ニーズ

➢ 対象事業に要する総経費・財源

予算ヒアリングの視点（主なもの）
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【参考】本市の財務会計システム

①予算編成等に関する主な機能

②導入期間

③構築手法

➢ 予算見積情報、予算査定情報の管理
➢ 予算額・決算額のデータ抽出
➢ 予算書の作成

平成28年10月～令和9年3月

パッケージ＋カスタマイズ



13

４．過去から現在までの取組み

事務事業評価
（1,000～2,000事業）

• 評価者は課長級

• 原則すべての一般事務事業、
補助金事業が対象

• 開始当初は約2,000事業

• 平成21年度からは、市に裁量の
ある約1,000事業へと減少

平成１３～２６年度 平成２７～令和３年度 令和４年度～

• 評価者は局長、区長級

• 対象は局区の主な事務事業
（以下のいずれかに該当するもの
 予算額5千万円以上
 従事職員10人以上
 局区が重要と考えるもの）

主要事務事業戦略
（約300事業）

戦略的な事務事業見直し
（約30事業）

• 評価者は局長、区長級

• 対象は、局区が課題ありと
判断した事務事業

• 事務事業を分析、評価し、
問題を深掘りした上で、
将来像としてあるべき姿から
逆算思考で見直し
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４．過去から現在までの取組み

事務事業評価（平成１３～２６年度）

•事業の必要性など短期的な視点で事務事業の整理合理化を推進

•導入当初は、行政に評価という概念を初めて取り入れたため、ＰＤＣＡサイク
ルが機能し、健康増進センター、ユースホステル、千葉駅前情報提供システム、
市民トイレ事業の廃止などの成果あり

• 10年以上にわたり続けた結果、以下の課題が生じたことから、平成27年度
に主要事務事業戦略に移行

• 課題１ 事務事業単位の評価を続けたことによる改革、改善の余地の低下

• 課題２ 評価者が課長クラスであり、事務事業の枠を超えた見直しにつながりづらい

• 課題３ 多数の事務事業の評価に伴う作業量が多く、職員に過大な負荷がかかる
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４．過去から現在までの取組み

事務事業評価シート（様式） 別紙１
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４．過去から現在までの取組み

主要事務事業戦略（平成２７～令和３年度）

•課単位のボトムアップによる行政改革では限界があるため、局長・区長の
マネジメントにより局・区単位で事務事業の再編、重点化を図った

•事務事業を選択と集中の観点で抜本的に見直すため、主な事務事業に
ついて、投下している行政資源（ヒト：職員数、モノ：施設、カネ：予算）を
分析し、事務事業の今後の方向性を検討

•対象事業を限ったほか、戦略シートをシンプルにすることで、
職員の過大な負担を回避

•最も多い局で７０事業程度
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４．過去から現在までの取組み

主要事務事業戦略シート（抜粋） 別紙２
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４．過去から現在までの取組み

戦略的な事務事業見直し（令和４年度～）

•令和４年３月に、千葉市行政改革推進指針を改正し、従来の選択と集中に
未来志向の観点を加えた中長期的な視点で、事務事業の見直しを推進する
とした

•これに伴い、主要事務事業戦略を全面的に刷新し、令和４年度から、局・区に
おける見直しを進める上での検討ツールとして、改善・改革企画立案シートの
活用を開始

•同シートは、指針が掲げる未来志向の観点を踏まえ、問題の深堀りを
行ったうえであるべき姿の設定を行い、逆算思考で検討していく点が
大きな特徴
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４．過去から現在までの取組み

改善・改革企画立案シート（抜粋） 別紙３
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５．本市の行政改革の今後の展望

千葉市行政改革推進指針の推進体制（再掲）

局・区の戦略的な
事務事業見直しを、
人材活用やBPR
の面から支援
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５．本市の行政改革の今後の展望

今年度の取組状況

庁内人材の活用
⚫ 業務改善サポートユニット（試行）

令和６年度から試行設置。
各課が持つ「具体的な業務改善のアイデア
はあるが、実現する人や時間がない」と
いった課題を解決するため、知識や意欲の
ある職員有志が支援を行う。

⚫ ナッジ活用による業務改善
令和5年5月に、『千葉市行動デザインチー
ム（C-BiT)』を立ち上げ。現在、１６名の
有志メンバーが活動中。

BPR支援
⚫ BPRとは
業務本来の目的に向かっ
て既存の業務フロー等を
可視化し、無駄を洗い出
して業務を効率化してい
くこと

⚫ 令和６年度の取組

BPRを希望する課からの
相談を受け付け、業務改
革推進課が伴走型で支援

ナッジとは
人間の行動や考え方のクセを利用して、
相手がより良い行動を取れるよう、
そっと後押しするアプローチ方法です。
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６．他政令市の把握状況

政令市の事務事業評価の実施状況

実施有無 対象 政令市

実施あり

基本的に全ての事務事業
９市
（さいたま、横浜、川崎、静岡、浜松、
堺、神戸、岡山、福岡）

一部の事務事業
１０市
（札幌、仙台、千葉、相模原、新潟、
名古屋、京都、大阪、北九州、熊本）

実施なし
１市
（広島）

出所：令和５年度の京都市照会結果をもとに本市作成・計画に位置付けている主要事業
・事業費が大きい事業
・年度ごとに設定したテーマに該当する事業
などを選定しているケースが多い
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６．他政令市の把握状況

全ての事務事業を評価している事例

横浜市 事業評価

•対象事業の単位は予算ベース

•事業に複数の細事業が紐づく階層構造

•細事業ごとに、

事業費や事業量を明確化

客観的指標を用いた自己評価

（客観的指標：市民ニーズ、実施根拠、妥当性、事業実績、効率性、負担の公平性）
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６．他政令市の把握状況

横浜市 事業評価書サンプル（令和4年度） 別紙４
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６．他政令市の把握状況

横浜市 客観的指標の自己分析（抜粋） 別紙５
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６．他政令市の把握状況

一部の事業を対象としている事例

京都市 事務事業評価

•対象は、年度ごとに設定したテーマに該当する事業
（令和４年度は同年度の新規・充実事業 38事業）

•事業ごとに事業費や取組実績を明確化

•取組実績の評価に加えて、公益性、必要性、政策性、行政専門性の
4項目で評価

•評価翌年度の予算の方向性（現状継続、拡充、削減）を明示
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６．他政令市の把握状況

京都市 評価結果サンプル 別紙６
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